
潮来市制施行５周年記念式典並びに祝賀アトラクションを開催します潮来市制施行５周年記念式典並びに祝賀アトラクションを開催します
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ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成18年度 第3号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
ご近所の底力再生事業

　地域コミュニティの再生・活性化を図るため、地域
に根ざした活動を自主的に行う地域団体に助成し、活
動の後押しをしています。ぜひ活用してください。
【助成対象】地域に根ざした活動を行う団体・グループ
　　　　　　(自治会、町内会、老人クラブ、子ども会、
　　　　　　ＰＴＡ、地域ボランティアグループ等)
※過去に本事業の助成を受けた団体は対象とならない
　ことがあります。
【対象事業】地域福祉や環境保全、青少年健全育成、
　　　　　　防犯、防災、交通安全、地域の活力づく
　　　　　　りなどのコミュニティ活動
【助成内容】原則10万円以内(1団体・グループ)
【申請期限】6月16日(金)
【問 合 せ】
　茨城県生活環境部県民運動推進室
　大好きいばらき県民会議事務局
　℡.029-224-8120
　FAX.029-233-0030
　ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　http://business2.plala.or.jp/daisuki/

環境課からお知らせ
　本年４月１日から「潮来市生ごみ処理機器購入設置
補助金交付要綱」と「潮来市リサイクル推進団体奨励
金交付要綱」が一部改正になりました。
◎「潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付要綱」
［主な改正点］
①家庭用生ごみ処理機の補助上限額が2万円から3万円
　に引き上げられました。
②補助金を受けたことがある方が再び申請できるのは、
　前の補助金交付決定後、5年経過後となりました。

◎「潮来市リサイクル推進団体奨励金交付要綱」
［主な改正点］
①奨励金額が1団体2万円から団体基本額(3千円）と従
　量額(1㎏当たり5円)との合算額となり、1団体の年
　間奨励金の上限額が3万円になりました。
②活動日に応じて申請期限を設けました。　　　　　
　(活動日が4月から7月までは8月15日、8月から11月
　までは12月15日、12月から翌年3月までは3月31日と
　なります）
※上記の補助金・奨励金の交付を受けようとする方又
　は団体は、申請前に改正内容等について、下記まで
　お問合せください。
【問合せ】潮来市 環境課 環境政策グループ
 　　　　 ℡.63-1111 内線251

行政相談のお知らせ
　毎日の暮らしの中で、役所等の仕事についての苦情
や意見、要望はありませんか。行政相談員は、皆さん
の相談相手として、国・県・市町村・JR・NTT等の仕
事に関する苦情などの相談を受け付けております。秘
密は守られますのでお気軽にお尋ねください。
【日　時】5月24日(水) 午後1時～3時
◎牛堀公民館　　　　　相談委員 姥貝 好雄さん
◎農村高齢者センター　相談委員 木内 洋子さん
【問合せ】潮来市　秘書広聴課　℡.63-1111 内線205

児童手当制度改正
　4月1日から、支給対象年齢がこれまでの小学校3年
生から、6年生までに拡大され、併せて所得制限が引
き上げられました。改正に伴う新規請求は、9月30日
まで受付したものに限り、特例的に4月1日(または支
給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。

◎これまで、所得制限により児童手当を受給していな
　い保護者の皆様
　所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給
できる場合がありますので、詳しくは下記までお問合
せください。該当となる場合、手続きが必要となります。

所得制限限度額表

【問合せ】潮来市　社会福祉課　子育て支援室 
　　　　　℡.63-1111　内線386

牛堀第一小学校跡地 体育館開放
　利用を希望される方は、申込みをしてください。
【利用開始】6月1日（木）から
【利用資格】潮来市在住，在勤，在学者によって構成
　　　　　　された10名以上の団体で、スポーツ安全
　　　　　　保険に加入している団体。
【申込方法】所定の申請用紙により、必要事項を記入
　　　　　　のうえ申込願います。(申請用紙は、生
　　　　　　涯学習課スポーツ振興グループにあります)
【申込期限】5月26日（金）まで
※申込者については利用者調整会議を、5月30日(火)
　に牛堀出張所3階会議室にて、午後7時から行います
【申込み・問合せ】潮来市 教育委員会 生涯学習課
　　　　　　スポーツ振興グループ
　　　　　　℡.64-2611　内線642，643

バドミントン教室開催
　初心者を対象に「バドミントン教室」を開催します。
【期　　日】6月11日(日)～7月16日(日)毎週日曜日
【時　　間】午後７時～９時
【会　　場】中央公民館　体育室
【対 象 者】初心者
【参 加 費】2,000円(保険料・シャトル代他)
【定　　員】20名(定員になり次第締切)
【指 導 者】潮来市体育協会バドミントン部員
【持 参 品】屋内用シューズ、タオル、ラケットなど
【申込方法】市教育委員会生涯学習課においてある申
　　　　　　込用紙に必要事項を記入し、参加費を添
　　　　　　えて申し込んでください。
【問 合 せ】潮来市 教育委員会 生涯学習課
　　　　　　スポーツ振興グループ
　　　　　　℡.64-2611 内線642・643

潮来市民ボート教室開催
　今年も、来る６月２５日に『潮来市民レガッタ』が
開催されます。お友達・職場の仲間など皆さんで参加
してみませんか？（１チーム：漕手４名・舵手１名）
　教室には１名でも参加OK！ちょっとしたコツで見違
えるかも？気軽に参加してください。
【開催日】日曜日　5月14日・21日　
　　　　　　　　　6月 4日・11日・18日　計5日間
【時　間】午前9時～正午　【参加料】無料
【問合せ】平日　潮来市 教育委員会 生涯学習課
　　　　　　　　スポーツ振興グループ
　　　　　　　　℡.64-2611 内線642・643
　　　　　土日　潮来市ボート部事務局
　　　　　　　　高清水 ℡.090-1667-8993
　　　　　　　　根本　 ℡.080-1062-7809

①郵便番号・住所　
②参加者氏名
　(ふりがな)
③電話番号
※2名様分応募するとき
　は、それぞれ記入

　　　　311―2493

潮来市辻626
潮来市秘書広聴課　
5周年記念式典申込係行

潮来市制施行５周年記念式典並びに祝賀アトラクションを開催します
ぜひご覧ください！

　市制施行５年目の節目の年を契機に、今後大きく飛躍して市政伸展することを願い、記念式典を開催します。
その後の祝賀アトラクションでは、水郷いたこ大使の橋幸夫さん、本條秀太郎さん、花村菊江さんから歌など
の披露や各地区からあわせて6組の発表がありますので、ぜひご覧ください。
【日　　時】６月４日（日）　午後３時　受付開始
【場　　所】中央公民館　体育室
【内　　容】○子どもたちによる音楽披露　　　　午後３時３０分から
　　　　　　　～潮来第二中学校生徒によるブラスバンド演奏披露～
　　　　　　　～延方小学校児童による合唱披露～
　　　　　　○一部　市制施行５周年記念式典　　午後４時から　　
　　　　　　○二部　祝賀アトラクション　　　　午後５時から
　　　　　　　～橋幸夫さん・本條秀太郎さん・花村菊江さんから歌などの披露～
　　　　　　　～各地区からあわせて6組の発表～
【申込方法】・下記の事項をハガキに明記のうえ、ご応募ください。(市民のみ応募可)
　　　　　　・お一人様ハガキ１枚のみ応募可とし、ハガキ１枚で２名様分まで応募できます。
【募集人員】２００名　応募多数の場合は、抽選となります。後日、入場整理券を送付します。
【申込期限】５月２３日（火）必着
【申込み・問合せ】潮来市　秘書広聴課　℡.63-1111 内線204

　　　　　　　　　　       ＜ハガキ表面＞　　　　　　      ＜ハガキ裏面＞ 

花村　菊江橋　幸夫 本條　秀太郎
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